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「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の
周知徹底について

謹　啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素当協会の運営につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和５年11月29日に内閣官房および公正取引委員会より公表されました「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（以下「指針」という。）に関しましては、これまで当協会においても様々な機会を通じて周知を図ってまいりましたが、このたび警察庁より、改めて周知を徹底するよう依頼がございました。
つきましては、ご多忙のところ恐縮ではございますが、管内加盟員各位に対し、改めて「指針」の内容をご周知いただくとともに、価格交渉にあたっては、先般改訂いたしました「警備業における適正取引推進等に向けた自主行動計画」および、２種類のリーフレット「警備業における適正取引の推進」「警備業における適切な価格転嫁の実現に向けて」を積極的にご活用いただき、適切な価格交渉を行っていただきますよう、併せてご周知をお願い申し上げます。

謹　白

【別添書類一覧】
別添１ 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
別添２ 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（概要）
別添３ 警備業における適正取引推進等に向けた自主行動計画
別添４ リーフレット「警備業における適正取引の推進」
別添５ リーフレット「警備業における適切な価格転嫁の実現に向けて」

